
 

仕様書 

 

１ 借入機器 

 

品 名  

ﾒ ｰ ｶ ｰ 名 （ 規

格）  

超音波診断装置  

東芝メディカルシステムズ㈱（Aplio300 Platinum）  

 

装置の構成  

内訳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 超音波診断装置  

1) 超音波診断装置      TUS-A300/AJ 

・高精細観察モニタ （LCD 19 インチ）   

・CDI キッド  

・PW キッド  

・DVD/CD、USB、ドライブユニット  

・PS-THI  

・ApliPure 

・Quick Scan 

・プローブコネクタ３ポート  

2)CW ユニット   

3)参考信号ユニット  

4)周辺機器搭載キット（白黒プリンタ用）  

5)周辺機器搭載キット（カラープリンタ用）  

6)プローブホルダ左 キット  

7)DICOM キット  

8)Differential THI キット  

9)ApliPure PLUS キット  

10)SMI キット  

11)Precision Imaging キット  

12)プローブ４Port キット  

13)高周波コンベックスプローブ  PVT-712BT 

14)高周波セクタプローブ     PST-50BT 

15)高周波リニアプローブ     PLT-1204BT 

16)コンベックスプローブ     PVT-674BT 

17)デジタル白黒プリンタ  

18)デジタルカラープリンタ   

2. 動物用電極リード線  

3. アニマル電極５本組  

4. ゼリー、ペーパー、ダストカバー  

 

２ 賃貸借期間 

平成29年12月1日から平成34年11月30日までの5年間(60ヶ月間) 

 

３ 納入期限 

  平成 29年 11月 30日（木） 

 

 



４ 納入場所 

大阪府泉佐野市りんくう往来北１番地の５８ 

大阪府立大学 りんくうキャンパス D213号室（超音波検査室） 

 

５ 搬入、設置及び調整 

  受注者は、発注者が指定する設置場所に機器を搬入し、設置、調整及び動作確認を行うこと。 

 

６ 保守及び修理 

  保守点検仕様書のとおりとする。ただし、納入後1年間はメーカーの無償保証期間とし、正常な使用状態にお

いて発生した故障・障害については、無償で速やかに修理・交換、調整を行うこと。 

 

７ 特約事項 

  賃貸借期間満了後は機器を公立大学法人大阪府立大学へ無償譲渡することとする。 

 

８ その他の留意事項 

（１）機器に対し賃貸借期間中継続して動産総合保険を付すこと。この費用は受注者の負担とする。 

（２）機器納入時等において、建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担において現状に戻すものとする。 

（３）機器納入に際し発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。 

（４）機器に他の付属物を追加する必要が生じたとき、又は機器を改造する必要が生じたときは、あらかじめ文書

をもって受注者の承認を得るものとする。この場合において、これに要する費用については公立大学法人大阪

府立大学が負担するものとする。 

（５）アプリケーションのアップグレードが発生した場合は、これに対応できること。この場合において、これに

要する費用については公立大学法人大阪府立大学が負担するものとする。 

（６）その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。 



保守点検仕様書 

 

１ 装  置  東芝超音波診断装置 Aplio300 Platinum TUS-A300/JA        

 

２ 期  間  平成 30 年 12 月 1 日から平成 34 年 11 月 30 日まで 

   ※ただし、納入日から平成 30 年 11 月 30 日までの間はメーカーの無償 

保証期間とする。 

 

３ 設置場所  泉佐野市りんくう往来北 1-58 

        公立大学法人大阪府立大学 りんくうキャンパス 

   D-213 号室（超音波検査室） 

 

４ 定期点検  年１回 

 

５ 保守・点検内容 

⑴ 定期交換部品、オンコール作業を含むこと。 

⑵ 点検時及び修理時に発生した修理部品費を全て含むこと。 

⑶ 対象プローブのうち年間 1 本は故障時に交換すること。なお、次のプローブは装置

の構成要件に含まれるため、交換対象に含むものとする。 

・PST-50BT   一式 

・PVT-674BT  一式 

・PVT-712BT  一式 

・PLT-1204BT  一式 

⑷ 契約対象装置における立会い業務を含むこと。 

⑸ 次の周辺機器、オプション品を含むこと。 

・B/W プリンター     一式  

・カラープリンター   一式 

⑹ 備考 

使用頻度は 600 検査／年以下を想定 

 


